
今回は、皆様の実務に少しでも役立つように横浜北支部顧問の本田弁護士が、借地借家法が適用されない契約類型

の注意点や不動産関連で最近の気になる相談事例を解説します。興味のある方はお申し込み下さい。 

問合せ:(公社)神奈川県宅地建物取引業協会 横浜北支部/Tel 045-942-5511
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日  時
令和７年２月７日(金)
1５時00分～1６時３０分(受付 14時 0０分)

配信元 横浜北支部 会議室(都筑区茅ヶ崎中央8-7-201）

定  員 
(先着順)

会場(横浜北支部会議室) ２０名 

オンライン(ZOOM) ３０名 

講  師

内  容
①駐車場利用契約や使用貸借契約など借地借家法が

適用されない契約類型の注意点 

②最近の気になる相談事例           等 

申込方法

この用紙の申込欄に必要事項を記入の上、FAXまた

はメール送信にて1月２８日迄にお申込下さい。 

ＦＡＸ：045-942-5655

メール：kita3@takken-yokohamakita.com

メールにて確定通知または受付終了通知をご送付致

します。参加予定者には開催日直前にセミナー用Ｕ

ＲＬを別途ご連絡致します。 

備  考

※パソコンやスマートフォンなどの機器使用及び、

Zoomの使用方法・操作方法などに関するご相談･お問合

わせ、インターネット環境に関するご相談等については、

事務局ではお答えいたしかねます。あらかじめご承知お

きください。 

会 社 名 氏 名 会場/ｵﾝﾗｲﾝ TEL/FAX ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(必須) 
TEL 
FAX 

TEL 
FAX 

送 信 先 FAX 045-942-5655/mail : kita3@takken-yokohamakita.com

標記の研修会は、本会の目的である消費者の利益を保護し、以て公共の福祉の増進に寄与するため、契約類型の注意点・ 

相談事例をテーマとして実施します。 
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